
                                    平成 15 年 3 月 3 日 

 

提案の際に用いる基準金利について 
 

平成 15 年 1 月 7 日に公表した新総合福祉・ボランティア・ＮＰＯ会館（仮称）等整備事

業様式集の様式 66※２に定める提案の際に用いる基準金利は下記のとおりです。 

 

記 

 

基準金利 

TOKYO SWAP REFERENCE RATE 6 ヶ月ＬＩＢＯＲベース 
10 年物（円―円）金利スワップレート 
（平成 15 年 2 月 28 日午前 10 時） 

0.762％ 

 

以上 


